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審議会のお知らせ
担当：日本昭和音楽村（緯４５－３３４４）日本昭和音楽村運営協議会

日本昭和音楽村会議室１４：００～１５：００１０月６日（木）

・日本昭和音楽村の運営について

担当：農林課（緯４７－８６２９）森林管理委員会

市役所３階 合同委員会室９：３０～１１：３０１０月１１日（火）

・森林整備・管理について　ほか

担当：都市計画課（緯４７－８６９４）都市計画景観審議会

市役所３階 合同委員会室１３：００～１５：００１０月１４日（金）

・大垣市都市計画マスタープランの策定について　ほか

　１０月は「シートベルト・チャイルドシート着用強調月

間」です。

　シートベルトやチャイルドシートの着用は、交通事故

発生時の被害軽減や車外放出の防止などに欠かすことが

できません。運転手はもちろん、後部座席を含め車に乗

った人全員にシートベルト、６歳未満の子どもを乗せる

場合は、チャイルドシートの着用義務があります。

　運転者や同乗者の命を守るた

め、シートベルト、チャイルド

シートの正しい着用を徹底しま

しょう。

　詳しくは、生活安全課（緯４７

－７３８６）へ。

＊とき・ところ／①毎週水曜日

の午前９時～正午＝市役所２

階市民相談室　②毎月第２水

曜日の午後１時～４時＝上石

津地域事務所

＊内容／行政相談員による行政

（緯４７－８５４８）へ

＊とき／１０月１８日（火）　午前１０

時～午後３時

＊ところ／大垣市役所４階大会

議室

＊内容／専門家による登記、人

権問題、税金、雇用、労災、

年金、消費生活などの相談

＊問合せ／総務省岐阜行政評価

事務所（緯０５８－２４６－４４１１）へ

西濃子ども相談センターと西

濃地方里親会は、親の病気など

によって家庭で暮らせなくなっ

た子どもを養育する里親を募っ

ており、次のとおり説明会を開

催します。

＊とき／１０月１６日（日）　午前１０

時～午後２時

＊ところ／西濃子ども相談セン

ター（禾森町）

＊問合せ／同センター（緯７８－

４８３８）へ

＊申込／１０月１２日までに、市民

活動推進課（緯４７－７１６９）へ
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猿持ち物／保険証、受診票

猿最終受診期限／平成２９年１月２３日（月）

　市は、下表のとおり健康診査を実施しています。対象者

には受診票を送付しています。受診票が届いたら、市の指

定医療機関へ事前に電話で予約をして受診してください。

※国保特定健康診査について、対象者で未受診の人には、１０～１１月に市

が委託した特定健診受診勧奨センター（緯０１２０－９４７－２８９）から、電

話をする場合があります

ぎふ・さわやか口腔
健診【後期高齢者口
腔健康診査】

ぎふ・すこやか健診
【後期高齢者健康診
査】

　国保特定健康診査
　　　　＜４０～７４歳＞

口腔機能低下や肺
炎などの疾患予防

生活習慣病の早期
発見と重症化予防

メタボリックシンドローム
の早期発見

目　的

平成２８年８月３１日時点で後期高齢者医療
保険に加入している人

４月１日から健診当日まで
国民健康保険に加入してい
る人で、昭和１６年９月１日
～昭和５２年３月３１日生まれ
の人

対　象

問診、歯の状態、そ
しゃ く能力、舌機
能、嚥下（飲み下す）
機能など

問診、身体計測、血
圧測定、血液検査、
尿検査など

※医師が必要と認めた
場合、心電図検査を
実施

問診、身体計測、身体診察、
血圧測定、血液検査、尿検
査、ＣＯＰＤ健康調査など

※医師が必要と認めた場合、　
心電図検査と眼底検査を実施

検　査
項　目

２００円５００円１，０００円費　用

窓口サービス課福祉医療・後期医療Ｇ
（緯４７－８１４０）

窓口サービス課国民健康
保険Ｇ（緯４７－８１３２）

問合せ

受受診診ははおお済済みみでですすかか？？

健健康康診診査査で自分の健康を守ろで自分の健康を守ろうう

障がいのある人と人権
　“障がいを理由とする差別”の解消を推進するために制定された

「障害者差別解消法」。 障がいのある人もない人も、お互いにそ

の人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現しようという

もので、今年の４月１日から施行されました。

　この法律では、国や地方公共団体、民間事業者が障がいを理由

に正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり

条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとして、禁止さ

れています。

　また、障がいのある人から、何らかの配

慮を求められたにもかかわらず、配慮をし

ないことも差別になります。国や地方公共

団体は、負担になりすぎない範囲で、社会

的障壁を取り除く配慮をすることが義務付

人権に
　ついて
　　考える

けられ、民間事業者には、努力義務が求められます。

　私たちは、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、お

互いに人格と個性を尊重し、支え合うことが必要です。

　詳しくは、人権擁護推進室（緯４７－８５７６）へ。

を募集します。

＊対象経費／住民組織が行う地

域活動に必要な設備（建築物・

消耗品は除く）

＊助成額／１００万円～２５０万円

市は、宝く

じの受託収入

財源の「コミ

ュニティ助成

事業」の申請
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長寿を祝う会が９月１９日、情報工房で開かれ、市内の

９０歳以上のお年寄り２２９人が出席しました。

当日の出席者を代表して、男性の種田修さん（９７歳）＝

写真・左側＝と、女性の長谷川文子さん（１０２歳）に、小

川市長から記念品と花束が手渡されました。

小川市長は、「いつまでも健康で充実した生活を送

ってください」とお祝いの言葉を贈りました。

申請を受け付けています
「コミュニティ助成事業」

里親説明会

お気軽にご利用ください
行政相談制度

一日合同行政相談


